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介穫老人保健施設フランセーズ悠とぐら運営規程 

 
（事業の目的） 
第１条 社会福祉法人博悠会が開設する介護老人保健施設フランセーズ悠とぐら（以下「施
設」という）の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、施設の
従業者が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な介護保健施設サービスを提供することを
目的とする。 
 
（運営の方針） 
第２条 施設の従業者は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、施設サービス計画に基づき、

看護、医学的管理の下における介謹及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活
を営むことができるようにするとともに、その者のその居宅における生活への復帰
を目的とする。 

2  施設の従業者は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護
保健施設サービスの提供に努める。 

3  介護保健施設サービス等の実施に当たっては、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域
や家庭との結びつきを重視した運営を行い、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サ
ービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

 
（施設の名称等） 
第 3 条 施設の名称及び所在地は次のとおりとする。 
（1）名称  介護老人保健施設フランセーズ悠とぐら 
（2）所在地 ⻑野県千曲市大字上徳間 337 番地 1 
 
（職員の職種、員数及び職務の内容） 
第 4 条 施設に勤務する職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。 
（1） 管理者 １名（常勤兼務、医師と兼務） 
    施設⻑ 1 名(施設の従業者の管理及び業務管理を管理者と共同して行う。） 
（2） 従業者 

   医師 1 名（常勤兼務、管理者と兼務） 
   薬剤師 1 名以上（外部委託） 
   看護職員 7 名以上 
   介護職員 20 名以上 
   支援相談員 1 名以上 
   理学療法士又は作業療法士 1 名以上 
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   管理栄養士 1 名以上 
   介護支援専門員 1 名以上 
   従業者は、介護老人保健施設サービスの提供に当たる。 

 
 （入所者定員） 
 第５条 入所定員は 80 名とする。 

（多床室 23 室、従来型個室 8 名） 
   
（入所者に対する指定介護老人保健施設サービスの内容） 
第６条 介護老人保健施設サービスの内容は、次のとおりとする。 
 一 療養上の診療 
 二 機能訓練 
 三 看護 
 四 医学的管理の下における介護 
 五 食事、その他のサービス 
 
（利用料その他の費用の額） 
第７条 指定介護老人保健施設サービスを提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上

の額とし、当該指定介護老人保健施設サービスが法定代理受領サービスであるとき
は、その額に利用者の介護保険負担割合証に記載の自己負担割合を乗じた額とする。 

２  居住費、食費の利用料については、別紙利用額一覧表のとおりとする。なお、厚生
労働大臣が定める利用者負担段階第１段階、第２段階、第３段階の該当者については、
市町村から交付される「介護保険負担限度額認定証」に記載された負担限度額を利用
者負担額とする。 

３ 前項の利用料等のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。 
一 送迎に要する費用 
二 理美容代 
三 その他の便宜の提供のうち、日常生活においても通常必要となる費用であ

って、利用者に負担させることが適当と認められるもの 
４ 本条２項、３項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に

文書で説明をした上で、支払に同意をする旨の文書に署名（記名捺印）を受けることと
する。 

 
（施設の利用に当たっての留意事項） 
第８条 当施設の利用に当たっては、他の御利用者様への迷惑行為、職員等関係者に対す 

る違法行為や不当要求、器物の損壊、営利行為等を禁止する他、特に次の点に留意す
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ること。 
（１）医療機関への付き添いは原則として御家族でおこなう。 
（２）施設内の設備は大切に使用する。損壊の原因によっては賠償を行う。 
（３）施設敷地内は禁煙とし、飲酒は施設⻑の許可を必要とする。 
（４）飲食物の持ち込みは原則としてご遠慮いただく。 
（５）危険物の持ち込みは禁止する。 
（６）持ち込まれた現金・貴重品の盗難、紛失等について施設では責任を負わない。 
（７）施設敷地内での他者に対する宗教・政治活動は簸かえる。 
（８）施設敷地内に動物の持ち込みは禁止する。 
（９）感染症の拡大防止のため、面会制限措置を行なう場合がある。 
（10）その他管理者（支配人）の注意等に従うこと。 

 
（非常災害対策） 
第９条 施設は、防火管理について責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、非

常災害に備えるため、定期的に避難・救出等訓練を行う。 
 
（虐待の防止のための措置に関する事項） 
第 10 条 施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。 

（１） 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結
果について、従業者に十分に周知する 

（２） 虐待の防止のための指針を整備する。 
（３） 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 
（４） 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 
２  前項第一号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。 
 
（身体的拘束等の禁止） 
第 11 条 施設はサービスの提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身

体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等その他入居者の行動
を制限する行為は行わない。また身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、
その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。 

２  施設は身体的拘束等の適正化を図るため次に掲げる措置を講じる。 
一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催

するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。 
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。 
三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的
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に実施する。 
 
（その他運営についての留意事項） 
第 12 条 施設は、従業者の資質向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、

また、業務体制を整備する。 
 （１） 採用時研修 採用後 6 カ月以内 
 （２） 継続研修  年 1 回 
2 従業者は、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を保持する。 
3 従業者であった者に、業務上知り得た入所者又はその家族等の秘密を保持させるため、

従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用
契約の内容に含むものとする。 

4 事業所は、この事業を行うために必要な記録を整備し、その完結の日から２年間（身
体拘束・苦情・事故に関する記録は５年間）保存するものとする。 

5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人博悠会と施設の
管理者および施設⻑との協議に基づいて定めるものとする。 

 
附則 
この規程は、2025 年 2 月 1 日から施行する。 
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別紙利用額一覧表 
 
  １ 食費               

介護保険適用時の１日当たりの利用料金 
利用者段階別 食 費 利用者負担限度額 

〔第１段階の利用者〕 １，６６０円   ３００円 
〔第２段階の利用者〕 １，６６０円   ３９０円 

〔第３段階①の利用者〕 １，６６０円   ６５０円 
〔第３段階②の利用者〕 １，６６０円 １，３６０円 
〔第４段階の利用者〕 １，６６０円 １，６６０円 

 
２ 居住費           

 介護保険適用時の１日当たりの利用料金 
利用者段階別 居住費 利用者負担額 

従 来 型 個
室 

〔第１段階の利用者〕 １，７５０円 ５５０円 
〔第２段階の利用者〕 １，７５０円 ５５０円 
〔第３段階の利用者〕 １，７５０円 １，３７０円 
〔第４段階の利用者〕 １，７５０円 １，７５０円 

多床室 

〔第１段階の利用者〕 ４３７円 ０円 
〔第２段階の利用者〕 ４３７円 ４３０円 
〔第３段階の利用者〕 ４３７円 ４３０円 
〔第４段階の利用者〕 ４３７円 ４３７円 

 




